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議員提案政策条例の規定による施策等の実施状況及び成果に関する報告書 
 

１ 条例の基本事項 

条例の名称 
茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を実
現するための条例 

担当課（室） 福祉政策課 公 布 日 令和３年 12月 14日 

報告の根拠 第 15条（年次報告） 
 

２ 条例の概要・施策体系図・推進体制等 

（１）条例の概要・施策体系図  

 

　

〇ヤングケアラー及びこれらの者を含む全ての

ケアラーの支援に関する施策の基本事項を
定める。

○次代の社会を担うヤングケアラーの教育の機会の確保等
○ケアラーの個人の尊厳の尊重・社会からの孤立防止
〇全ての県民が生きやすい社会の実現

２ 定義（第２条）

○ケア：介護、看護、日常生活上の世話その他の援助

○ケアラー：心身の機能の低下、負傷、疾病、障害その他の理由により援助を必要とする家族、身近な人その他の者に
対して、無償でケアを行う者

○ヤングケアラー：ケアラーに該当する18歳未満の者

○関係機関：介護、福祉、医療、保健、教育その他これらに類する分野の業務を行い、その業務を通じて、日常的に
ケアラーに関わる可能性がある団体又は個人

○民間支援団体：ケアラーの支援を行うことをその目的とする民間の団体をいう。

○学校：学校教育法に規定する小、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を
除く。）

５ 基本的施策（第９条－第１４条）

〇知事は、ヤングケアラー及びこれらの者を含む多様なケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ための計画を策定

〇県は、ケアラーの生活の質の維持向上、ケアラー及びその家族の日常生活上及び社会生活上の不安・負担等の軽減の
ため、①から⑨に掲げる施策を実施
①ケアラーの支援に関する一元的な相談体制の整備・周知
②ケアに関する相談、手続等に係るケアラーの負担を軽減するための情報通信技術の活用
③ケアラーが休息又は休養を要する場合等に一時的にケアを提供する取組その他の支援
④社会生活を円滑に営む上での困難を有するケアラーに対する修学・就業支援
⑤ケアラー及びケアを受ける人の家族に対する包括的支援
⑥ケアの方法等に関する理解を深めるための情報提供、研修の実施その他の普及啓発
⑦交流の場の提供その他のケアラーが互いに支えあう活動の促進
⑧ヤングケアラーの教育の機会の確保
⑨その他のケアラーを支援するために必要な事項

〇県及び市町村は、ヤングケアラーの権利利益が害されることがないよう、ヤングケアラーに対する差別、いじめ及び
虐待の防止のための対策を推進

⑴ 県推進計画（第９条）

⑵ ケアラーの支援（第10条）

〇相談、助言、日常生活・社会生活の支援等のケアラーの支援を

担う人材の育成・確保
〇カウンセラー、ソーシャルワーカー等の専門的知識を有する人材

の育成・確保・適正な配置

３ 基本理念（第３条）

○全てのケアラーの個人の尊厳の尊重と、ケアと自己の幸福追求との調和

○ケアラーへの支援は、孤立防止のため、ケアラーとその家族を社会全体で支援
○ヤングケアラーの適切な教育機会の確保と心身の健やかな成長・発達・自立が図れるよう支援

４ 県の責務と関係者の役割（第４条－第８条）

○県の責務と関係者の役割を明確化（県、県民、事業者、関係機関）

○市町村との連携等
・基本理念にのっとり、市町村の主体的な取組を積極的に支援するとともに、市町村及び民間支援団体との密接な連携

及び協力による施策の推進

・ヤングケアラーの早期発見及び早期支援のため、教育、福祉その他の行政分野における横断的な連携体制の構築
及び学校間の連携強化

〇家庭、学校、職域、地域等の様々な場を

通じた普及啓発

⑷ 普及啓発（第12条）⑶ 人材の育成等（第11条）

〇民間支援団体に対する情報提供、助言等

⑸ 民間支援団体の活動に対する支援（第13条）

〇定期的な実態調査の実施

〇先進的な取組に関する情報等の収集と提供

⑹ 実態調査等（第14条）

〇知事は毎年度、施策の実施状況・成果を取りまとめ、議会に報告及び公表

〇推進体制の整備
〇財政上の措置

⑺ その他（第15条-17条）

１ 目的（第１条）
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（２）推進体制 
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（３）条例制定後の主な取組 

１ 茨城県ケアラー支援推進計画の策定 

（１）ケアラー実態調査の実施 

○学校におけるヤングケアラーの対応に関する調査 

  令和６年 11 月～12 月にかけて、学校におけるヤングケアラーの啓発や相談対応状況を把

握するための調査を実施した。 

 【児童生徒への啓発等の取組状況（複数回答）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ケアラー実態調査 

ケアラーの実態や支援における課題等を把握するため、令和４年度に引き続き令和７年７

月～８月に、ケアラー当事者、支援機関などを対象に「ケアラー実態調査」を実施した。 

【当事者（高齢者ケアラー、障害者ケアラー、ダブルケア）への調査結果の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）推進計画の策定 

条例に基づき、施策を総合的かつ計画的に推進するため、実態調査の結果や有識者委員会の

意見等を踏まえ、令和８年３月に、「茨城県ケアラー支援推進計画［第２期］」を策定した。 

○計画期間：令和８年度～１１年度（４か年） 

○基本方針：①認知度向上・理解促進、 ②相談・支援体制の整備、 

③多様な支援施策の推進、 ④人材の育成 

＜参考＞ 

 茨城県ケアラー支援推進計画（令和５年３月策定） 

計画期間：令和５年度～７年度（３か年） 

①ケアによる就労状況の変化
（退職、転職、勤務時間の削減）

高齢者のケアラー　 18.9%

障害者のケアラー　 39.3%

ダブルケア 47.2%

高齢者のケアラー　 心身の健康 59.8% ケアラーに役立つ情報の提供 47.9%

障害者のケアラー　 心身の健康 54.4% ケアラーに役立つ情報の提供 42.9%

ダブルケア 経済的な問題 62.9% 経済的支援 62.9%

②ケアラーの悩み ③ケアラーが求めている支援

※②、③は最多の項目を掲載

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合

校内にポスターやリーフレットを掲示している 318 80.1% 184 87.6% 87 89.7%

児童生徒にリーフレットを配付している(電子リーフレットを含む) 140 35.3% 94 44.8% 17 17.5%

教員がホームルーム等で説明している 119 30.0% 77 36.7% 21 21.6%

小学校 中学校 高等学校
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２ 主な取組 

（１）認知度向上・理解促進 

○知事部局と教育庁で連携し、学校のホームルーム等において、啓発用電子リーフレット等

により、児童生徒がヤングケアラーについて学ぶ機会を確保。 

○令和７年 12月にヤングケアラー支援に係る啓発動画（ショート動画）を作成し、ＳＮＳ広

告を活用し情報発信。併せて、教育庁を通して各学校へ周知するとともに、市町村、茨城県

社会福祉協議会等へ周知及び活用を依頼した。 

○関係団体を対象として、ケアラー・ヤングケアラー支援をテーマとした出前講座を実施。 

 年度 R６ R７ 

実施回数 15回 13回 

○県広報紙「ひばり」、県ホームページ、県公式ＳＮＳ等による情報発信。 

 

（２）相談支援体制の整備 

○市町村におけるケアラー・ヤングケアラー相談窓口を明確化し、担当課一覧を県ホームペ

ージで公表。（令和４年８月～） 

○ヤングケアラー支援マニュアル及びアセスメントシートを作成し、子どもの相談・支援に

関わる方々が活用できる支援ツールを整備した。県内児童相談所主催の地域ネットワーク

会議にて、市町村児童福祉担当者（こども家庭センターの職員等）あて周知するとともに、

活用を促した。 

○市町村、福祉、医療、教育等の支援関係機関が一堂に集まり、グループワークによるケース

スタディ等を行う合同研修を開催。  

年度 R５ R６ R７ 

実施回数／参加者数 ３会場／125名 ３会場／143名 ３会場／199名 

○認定ＮＰＯ法人カタリバと連携し、ヤングケアラーと保護者に対して、オンラインによる

伴走支援プログラムを提供。 

（令和４年 10 月連携協定締結、令和５年度から支援実施） 

※令和７年度実施先 
水戸市社会福祉協議会、阿見町民生委員児童委員
協議会、潮来市要保護児童対策地域協議会 等 
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３ 条例の規定による事業等の実施状況及び成果並びに今後の取組 

（１）市町村との連携等（第８条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

多様な関係機

関が参加する

合同研修の開

催 

県 ＜実施状況＞ 

１ ヤングケアラー・ケアラー支援関係機関職員等

研修（基礎研修） 

（１）開催日・場所・参加人数 

・令和７年８月 27日 

茨城県立健康プラザ（水戸市）   69名 

・令和７年８月 28日 

茨城県土浦合同庁舎（土浦市）   66名 

（２）対象者 

教職員、スクールソーシャルワーカー、スク

ールカウンセラー、要保護児童対策地域協議会

職員、市町村職員、地域包括支援センター職員、

障害者相談支援事業所職員、社会福祉協議会職

員、医療関係者、他関係機関等職員 

（３）研修内容 

・講  義：ケアラー・ヤングケアラーを支える

―ケアを要する人だけではなくケ

アする人も主役に― 

      講師：松澤 明美 氏（北海道大学大

学院保健科学研究院准教授） 

・事例報告：支援の現場から～私たちのできるこ

と～ 

      コーディネーター：松澤 明美 氏（北海道大学

大学院保健科学研究院准

教授） 

  報告者：中島 沙都美 氏（特定非営利

活動法人ソワンアンドソワ

レ） 

和田 果樹 氏（認定特定非

営利活動法人カタリバ） 

・グループワーク 

２ ヤングケアラー・ケアラー支援関係機関職員等

研修（応用研修） 

（１）開催日・場所・参加人数 

1,600千円 
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・令和８年２月３日 

茨城県立健康プラザ（水戸市）   64名 

（２）対象者 

教職員、スクールソーシャルワーカー、スクー

ルカウンセラー、要保護児童対策地域協議会職

員、市町村職員、地域包括支援センター職員、障

害者相談支援事業所職員、社会福祉協議会職員、

医療関係者、他関係機関等職員 

（３）研修内容 

・行政説明：茨城県ケアラー支援条例と茨城県ケ

アラー支援推進計画［第２期］（案）

について 

       説明者：茨城県福祉部福祉政策課 

・講  義：ケアラーのニーズに基づく支援のあ

り方 

       講師：松澤 明美 氏（北海道大学大

学院保健科学研究院准教授） 

・事例報告：①ヤングケアラー支援体制強化事業

～古河市社協の取り組み～ 

      報告者：大塚 政弘 氏（社会福祉法人 

古河市社会福祉協議会 事務

局次長兼地域福祉課長） 

②笠間市のヤングケアラー支援に向 

けた取り組み 

報告者：高瀬 修一 氏（笠間市こども部 

こども政策課 課長補佐） 

③他領域にまたぐ事例対応から見た 

ケアラー支援 

報告者：田所 麻美 氏（社会福祉法人慈

永会宍戸苑指定居宅介護支援

事業所 管理者） 

・グループワーク 

＜成果＞ 

福祉・介護・医療・教育など多様な支援機関職員

の参加により、ＮＰＯ法人等の活動事例やケースス

タディを通じて具体的な支援等を考える研修を行

った結果、関係者のスキルアップ及び連携強化を図

ることができた。 

（福祉部福祉政策課） 

【 今 後 の 取

組】 

県 複合的な課題を抱えるケアラー・ヤングケアラーを

適切に支援していくため、福祉・介護・医療・教育な

1,600千円 
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多様な関係機

関が参加する

合同研修の開

催 

ど多様な支援機関職員のスキルアップ及び連携強化

を目的として、ケーススタディなど実践的な研修会を

開催する。 

 

（２）県推進計画（第９条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実    

施状況及び

成果】 

県推進計画の

進捗管理 

県 ＜実施状況＞ 

１ 計画の概要  

（１）策定趣旨  

「茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、

共に生きやすい社会を実現するための条例」（令

和３年 12月 14日施行）第９条の規定により、ケ

アラー・ヤングケアラー支援に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため、実態調査の結果や

有識者委員会の意見等を踏まえ、令和５年３月

に、「茨城県ケアラー支援推進計画」を策定し、ケ

アラー支援に努めてきた。引き続きケアラーの支

援に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために、令和８年３月に第２期計画を策定した。 

（２）計画期間  

令和８年度から令和 11年度までの４年間 

２ 計画の推進体制と進捗管理 

○茨城県ケアラー支援に関する有識者委員会の開

催（３回） 

（１）第 1回茨城県ケアラー支援に関する有識者委員   

   会 

  ・開催日 令和７年８月 22日 

 ・場 所 茨城県庁舎５階 会議室 

・議 事 

① ケアラー実態調査、ダブルケアに関するアン

ケートについて 

ア 中間報告（速報値） 

イ 今後のスケジュール案 

② 茨城県ケアラー支援推進計画［第２期］の策定

について 

ア 第２期計画の追加・修正項目案の概要につ 

537千円 
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いて 

イ 第２期計画の骨子案 

ウ 第２期計画と現計画の目次比較表につい  

  て 

③ ヤングケアラー実態調査について 

ア 国通知を踏まえた市町村への実態把握の 

依頼 

イ 令和６年 11月学校アンケート －追加聞き 

取り結果－ 

（２）第２回茨城県ケアラー支援に関する有識者委員  

   会 

  ・開催日 令和７年 11月 10日 

  ・場 所 茨城県庁舎５階 会議室 

・議 事 

① 茨城県ケアラー支援推進計画［第２期］の策

定について 

ア 第２期計画の概要について 

イ 第２期計画（素案） 

ウ 第２期計画と現計画の目次比較表につい 

  て 

エ 今後のスケジュール案 

② ケアラー実態調査、ダブルケアに関するア

ンケートについて  

ア 結果概要の報告  

（３）第３回茨城県ケアラー支援に関する有識者委員

会 

  ・開催日 令和８年３月５日 

  ・場 所 書面開催 

  ・議 事 

① 茨城県ケアラー支援推進計画［第２期］策定 

に係るパブリックコメントの結果について 

② 茨城県ケアラー支援推進計画［第２期］（案） 

の修正について 

＜成果＞ 

 ケアラー実態調査の結果や有識者からの意見を踏

まえ、第２期計画を策定することができた。 

（福祉部福祉政策課） 

【 今 後 の 取

組】 

県推進計画の

進捗管理 

県 茨城県ケアラー支援推進計画は、「 茨城県ケア

ラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい

社会を実現するための条例 」 （令和３年 12 月 

14 日 施行）に基づき策定しており、第２期計画

358千円 
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について、計画の進捗状況を把握し、必要な施策

について検討していく。 

 

（３）ケアラーの支援（第 10条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

ケアラー相談

窓口の明確化

の推進 

県 ＜実施状況＞ 

各市町村におけるケアラー・ヤングケアラー支援の

担当課一覧を県ホームページで公表している。（令和

４年８月～） 

＜成果＞ 

 市町村の担当課窓口一覧を公表することにより、ケ

アラー及びその家族等への情報提供が可能となって

いる。 

（福祉部福祉政策課） 

― 

【 今 後 の 取

組】 

ケアラー相談

窓口の明確化

の推進 

県 ケアラー・ヤングケアラーが相談窓口を容易に把握

することができるよう、引き続き、県ホームページ等

において、各市町村のケアラー相談窓口に関する情報

を提供する。 

― 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

相談・支援体

制整備に関す

る情報提供・

助言等 

県 ＜実施状況＞ 

ヤングケアラー支援マニュアル及びアセスメント

シートを作成し、子どもの相談・支援に関わる方々が

活用できる支援ツールを整備した。県内児童相談所主

催の地域ネットワーク会議にて、市町村児童福祉担当

者（こども家庭センターの職員等）あて周知するとと

もに、活用を促した。 

＜成果＞ 

 ヤングケアラーについて認識を深め、早期にその存

在に気付くとともに、見守り、寄り添いや具体的な支

援につなぐことができるよう、子どもの相談・支援に

関わる方々に向けて、支援の留意点、関係機関の連携

体制、支援のポイントなどを提示することができた。 

（福祉部福祉政策課） 

― 

【 今 後 の 取

組】 

相談・支援体

制整備に関す

県  県内自治体や支援機関あて、ヤングケアラー支援マ

ニュアル及びアセスメントシートを周知するととも

に、県ホームページでの公開等を通して、市町村にお

けるケアラー相談・支援体制整備や対応力向上を支援 

― 
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る情報提供・

助言等 

する。  

【前年度の実

施状況及び

成果】 

いばらき虐待

ホットライン

による相談支

援 

県 ＜実施状況＞ 

１ いばらき虐待ホットライン 

（１）対 象 者：18歳未満の児童の虐待に関すること

であれば、誰でも相談可能 

（２）相談時間・方法：24時間対応の電話相談 

（３）相談内容：児童虐待等に関する通報と相談            

（４）相談実績：2,730件 

２ 親子のための相談ＬＩＮＥ 

（１）対 象 者：子ども(18歳未満)とその保護者等                        

（２）相談時間：平日(土日祝日除く)10時～20時 

※時間外の相談は、返信を希望される方へ翌相

談対応時間内に対応する。 

   ※緊急的な虐待通報や児童虐待に関する緊急

相談は、24 時間対応の「虐待ホットライン

189」（電話）や警察等へつなぐ。 

（３）相談内容：児童虐待通告、子育てや親子関係に

ついての悩み相談等 

（４）そ の 他：相談は無料、匿名でも可能。子ども

本人からの相談も可能。 

（５）相談実績：606件 

＜成果＞ 

児童虐待に係る相談や通報に 24時間体制で対応し、

緊急事案に対して児童相談所や警察と連携して対応

することで、児童虐待の未然防止や早期発見・早期対

応につながった。 

 ＳＮＳを活用した気軽に相談できる窓口を整備し、

児童虐待や子育て等についての相談に対応すること

で、児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応につな

がった。 

（福祉部子ども政策局青少年家庭課） 

28,594千円 

【 今 後 の 取

組】 

いばらき虐待

ホットライン

による相談支

援 

県 24時間対応の電話相談窓口、ＳＮＳ相談窓口を開設

し、ヤングケアラーなど 18 歳未満の子ども等からの

児童虐待に関する通報・相談に対応する。 

28,594千円 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

スクールカウ

県 ＜実施状況＞ 

○全ての公立小学校・中学校・義務教育学校、特別支

援学校に配置 

・年間 35回、週 1回（１回あたり７時間） 

293,642 千円 
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ンセラー配置

事業 

・拠点校方式：小学校 426校、中学校 194校 

義務教育学校 16校、特別支援学校 1

校 

○全県立高等学校・県立中学校・中等教育学校（以下、

県立高等学校等）に配置 

・年間１校当たり 15回～32回 

・１回当たり３～４時間 

＜成果＞ 

 公立学校において、児童生徒の心のケアや児童生徒

への対応に関する保護者や教員への指導・助言ととも

に、教職員のカウンセリング能力等の向上のためのス

クールカウンセラーが講師となる校内研修や、児童生

徒の困難・ストレスへの対処方法等に資する教育プロ

グラムの実施により、教育相談体制の充実を図ること

ができた。 

（教育庁学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室） 

【 今 後 の 取

組】 

スクールカウ

ンセラー配置

事業 

県 いじめ、不登校、暴力行為等の生徒の問題行動等の

未然防止、早期発見及び早期対応を図るため、児童生

徒の心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する

スクールカウンセラーを公立学校に配置し、児童生徒

へのカウンセリングや保護者・教職員への指導・助言

を行い、教育相談体制を充実させる。 

309,705 千円 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

スクールソー

シャルワーカ

ー派遣事業 

県 ＜実施状況＞ 

〇市町村教育委員会の要請に応じて、小学校・中学校・

義務教育学校（以下、小中学校等）に派遣 

・派遣回数：1,681回 

（原則１回３時間/５～12回程度） 

○全県立高等学校・県立中学校・中等教育学校（以下、

県立高等学校等）からの要請に応じて派遣 

・派遣回数：383回（原則１回２時間） 

・派遣時期：令和７年４月～令和８年３月で随時 

○社会福祉等に関して専門性の高い支援を必要とし

ている小中学校等にスクールソーシャルワーカー

を派遣し、児童生徒が置かれた環境に働きかけた

り、関係機関等とのネットワークを活用したりし

て、問題を抱える児童生徒の支援を行うとともに、

福祉的な視点や手法を用いて学校の問題解決力の

向上を図る。 

〇スクールソーシャルワーカー連絡協議会における

研修会 

 ・開催日：令和８年２月 16日 

市町村立学校分 

21,488千円 

 

県立学校分 

4,272千円 
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 ・内容：ヤングケアラー支援の具体例、学校におい

てヤングケアラーに関する支援を行う際

のポイント等 

○ヤングケアラーに対する理解促進を図るためスク

ールソーシャルワーカーを活用した校内研修会を

実施 

 ・研修実績：県立高等学校等全校で実施 

 ・対  象：県立高等学校等教職員 

 ・実施時期：随時 

○スクールソーシャルワーカー派遣事業説明会 

 ・実施内容：生徒指導・教育相談担当教職員を対象

に茨城県におけるヤングケアラー支

援に関する研修会を実施 

 ・対  象：県立高等学校等教職員 

 ・実施時期：４月 

＜成果＞ 

スクールソーシャルワーカーを活用した校内研修

を通して、各学校におけるヤングケアラーに関する認

知度向上や適切かつ効果的な支援等の理解促進を図

ることができた。 

 また、連絡協議会でのヤングケアラーについての事

例検討や行政説明等を通してスクールソーシャルワ

ーカーの対応力や実践力の向上を図ることができた。 

（教育庁学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室） 

【 今 後 の 取

組】 

スクールソー

シャルワーカ

ー派遣事業 

県 学校等からの要請に応じて、スクールソーシャルワ

ーカー又はスーパーバイザーを派遣し、児童生徒の置

かれた生活環境に働きかけ、関係機関と連携して、児

童生徒、保護者、及び教職員に対する支援や助言等を

行う。 

ヤングケアラー支援の重要性等について、教職員、

児童生徒、保護者の理解と関心を深めるため、継続的

に広報活動、研修の充実その他の普及啓発を実施する

とともに、引き続き県立学校等においてスクールソー

シャルワーカーを活用した研修を行い、各学校におけ

る効果的かつ適切な支援に資するようにする。 

28,136千円 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

子どもホット

ラインによる

相談支援 

県 ＜実施状況＞ 

〇電話やＥメール等による相談対応を毎日 24 時間行

っている。 

 ・18歳未満の子どもを対象に、電話、Ｅメール等に

よる 24 時間対応の相談窓口を毎日開設し、子ど

もたちが抱える不安や悩み、不満、怒りなどを受

42,499千円        
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け止め、問題の緩和・解消を図る。 

・相談件数：8,645件 

・相談内容：相談員に対し、様々な研修を実施した。 

・全体研修：「電話相談後のシェアリングについて」 

「電話相談をめぐる心の動き－危機介

入に焦点を当てて－」 

「相談支援の基礎」 

＜成果＞ 

〇子どもたちが抱える様々な不安や悩み、不満、怒り

などを受け止め、問題の緩和・解消を図ることがで

きた。 

〇相談員の知見を深めるとともにスキルアップを図

り、相談体制を充実させることができた。 

（教育庁学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室） 

【 今 後 の 取

組】 

子どもホット

ラインによる

相談支援 

県 電話相談員が専門的な知識を深め、相談対応のスキ

ルを高めるための研修を、年間９回実施し、家族のケ

アに関する悩み相談について、適切に対応していく。 

43,157千円 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

いばらき子ど

もＳＮＳ相談

による相談支

援 

県 ＜実施状況＞ 

〇LINE、WEB による相談対応を毎日 17 時～22 時まで

開設している。 

・県内の小中高生を対象に、子どもたちに身近な SNS

（LINE、WEB）を使った相談窓口を１日５時間（17

時～22時）毎日開設し、様々な不安や悩みを気軽

に相談できる体制を整備することにより、いじめ

等を早期に発見し、心のケアを図る。 

 ・相談件数: 1,611件 

〇「いばらき子どもＳＮＳ相談」のＱＲコードを記載

した周知チラシを定期的に配布している。 

 ・ＬＩＮＥ 

→相談を希望する児童生徒は、ＱＲコードを読み

取り、「友だち追加」したうえで、開設時間内に

相談メッセージを送信する。 

 ・ＷＥＢ 

 →相談を希望する児童生徒は、ＱＲコード若しく

はＵＲＬを入力し、開設時間内に相談メッセー

ジを送信する。 

＜成果＞ 

〇ＳＮＳ相談の利用者満足度調査によると 83.4％の

児童生徒が「気持ちが落ち着いた」と回答している。 

40,551千円 



14 

 

〇児童生徒たちの相談体制の充実を図ることができ

た。 

（教育庁学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室） 

【 今 後 の 取

組】 

いばらき子ど

もＳＮＳ相談

による相談支

援 

県 ＳＮＳによる相談窓口について、引き続き、県内全

ての小中高生を対象にチラシを配付し、周知するとと

もに、1人１台端末を活用した、「ＷＥＢ」による相談

についても各校に呼びかけ、相談しやすい環境づくに

努めていく。 

35,085千円 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

認知症電話相

談 

県 ＜実施状況＞ 

・認知症の人と家族の会の相談員による、認知症に関

する電話相談を実施 

・相談日時：月～金曜日 13時～16時 

     （年末年始、祝日を除く） 

・相談件数：106件 

＜成果＞ 

認知症の人や介護者家族等からの悩みや相談に対

し、感情の受け止めや、介護方法に関する助言等を行

い、相談者の精神的な負担軽減を図ることに寄与し

た。 

（保健医療部健康推進課地域包括ケア推進室） 

990千円 

【 今 後 の 取

組】 

認知症電話相

談 

県 認知症介護の経験を有する者が、認知症の人やその

家族等からの電話相談に応じ、相談者の精神的な負担

の軽減を図る。 

（福祉部長寿福祉課地域包括ケア推進室） 

990千円 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

認知症高齢者

等家族支援 

県 ＜実施状況＞ 

・認知症高齢者等本人同士の交流会の開催 （４回）  

参加者数：41名 

・介護者のつどい開催（６回）  

参加者数：42名 

＜成果＞ 

認知症の人や介護者家族同士が、体験や希望を語り

合う交流の場を提供することで、認知症に関する新し

い知識や介護方法の習得に加え、介護者家族の精神的

な負担軽減を図ることに寄与した。  

（保健医療部健康推進課地域包括ケア推進室） 

275千円 

【 今 後 の 取

組】 

認知症高齢者

等家族支援 

県 認知症の人と介護家族等の交流の場を設け、悩みを

共有したり、情報交換することで介護者家族の精神的

な負担の軽減を図る。 

（福祉部長寿福祉課地域包括ケア推進室） 

275千円 

【前年度の実 県 ＜実施状況＞ ― 
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施状況及び

成果】 

民間団体等に

おける交流の

機会づくり 

・認定ＮＰＯ法人カタリバと連携し、ヤングケアラー

と保護者に対して、オンラインによる伴走支援プロ

グラムを提供 

（令和５年４月～、支援対象 10人） 

＜成果＞ 

 支援対象の中には、病気等の家族をケアする中高生

の負担軽減につながったり、投げやりな気持ちを切り

替えて進学を目指すようになるなど好転している事

例もあった。 

（福祉部福祉政策課） 

【 今 後 の 取

組】 

民間団体等に

おける交流の

機会づくり 

県 認定ＮＰＯ法人カタリバ及びヤングケアラー支援

に積極的に取り組む市町村等と連携し、伴走支援プロ

グラムの周知、支援を行う。 

― 

 

（４）人材の育成等（第 11条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

生活困窮者自

立支援制度人

材養成研修 

県 ＜実施状況＞ 

○令和７年度生活困窮者自立支援制度支援員等研修 

【講義】（公開動画の視聴：令和７年 12 月 20 日から

令和８年２月 27日まで） 

・動画共有サービス（YouTube）に講義を限定公開（上

記を含む 20講義 計 620分） 

・講義項目に「ケアラー・ヤングケアラー支援」（20分）

を取り入れ、視聴後、受講者は事後アンケートを提

出した。 

・その他、ケアラー及びヤングケアラーへの支援の実

効性向上を図るべく、生活困窮者支援ネットワーク

の構築を目的としたグループワークを実施した。関

係機関と連携した具体的な支援事例をテーマに、実

践的な検討を行った。 

・出席者：30名 

＜成果＞ 

ケアラー・ヤングケアラー支援について、講義を

通して、参加者の理解を深めることができたほか、

支援員同士のネットワークづくりが推進された。 

（福祉部福祉人材・指導課） 

311千円 

【 今 後 の 取

組】 

県 生活困窮者自立支援事業に従事する自立相談支援

機関職員、社会福祉協議会職員等を対象に、支援員と

311千円 
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生活困窮者自

立支援制度人

材養成研修 

しての資質の向上を図るとともに、支援員同士のネッ

トワークをつくることを目的に研修を開催する。 

 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

認知症サポー

ター活動促進 

県 ＜実施状況＞ 

１ チームオレンジ等活動促進に向けた検討会の開催

（２回）  

認知症サポーター活動促進及び認知症の人の社 

会参加が促進されるよう、市町村支援の方策を検 

討した。 

※チームオレンジとは 

 認知症本人が参画し、認知症サポーターを中心

に居場所づくりや外出支援、社会参加への支援を

行うチーム活動 

２ チームオレンジコーディネーター養成研修の実

施（１回）  

「チームオレンジ」の設置や運営支援を担うチー

ムオレンジコーディネーターを養成した。 

・養成者数 64名 

＜成果＞ 

 市町村が、チームオレンジの活動を促進できるよう

チームオレンジコーディネーターを養成することが

できた。 

（保健医療部健康推進課地域包括ケア推進室） 

450千円 

【 今 後 の 取

組】 

認知症サポー

ター活動促進 

県 認知症サポーター活動促進及び認知症の人の社会

参加が促進されるよう、人材育成の広域的な支援を行

う。 

（福祉部長寿福祉課地域包括ケア推進室） 

900千円 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

認知症介護ア

ドバイザー養

成研修 

県 ＜実施状況＞ 

○茨城県認知症介護アドバイザー養成研修を実施 

（２回） 

・修了者数：92名 

＜成果＞ 

介護家族等からの相談に対応したり、認知症サポ

ーター養成講座の講師となる「茨城県認知症介護ア

ドバイザー」を養成することができた。 

  （保健医療部健康推進課地域包括ケア推進室） 

100千円 

【 今 後 の 取

組】 

認知症介護ア

ドバイザー養

成研修 

県 認知症の人やその家族を地域で支え合う環境づく

りを推進するため、介護家族等からの相談に応じると

ともに、認知症に対する正しい知識の普及を行う「茨

城県認知症介護アドバイザー」を養成する。 

（福祉部長寿福祉課地域包括ケア推進室） 

100千円 
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（５）普及啓発（第 12条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

ケアラーに向

けた情報発信 

県 ＜実施状況＞ 

県ホームページ、県公式ＳＮＳ等を通じて、ケアラ

ー・ヤングケアラー支援に関する情報や関係機関職員

の研修会の案内等について情報発信を行った。 

また、商業施設にチラシ設置し、支援についての広

報・啓発を行った。 

＜成果＞ 

各種広報媒体による情報発信を行い、ケアラー・ヤ

ングケアラーを含め県民に支援に関する理解・認識の

推進を図ることができた。 

（福祉部福祉政策課） 

― 

【 今 後 の 取

組】 

ケアラーに向

けた情報発信 

県 引き続き、各種広報媒体による広報・啓発を図ると

ともに、市町村による啓発活動（市町村のホームペー

ジや広報誌などによる情報発信等）を促進する。 

― 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

各種啓発ツー

ルによる啓発 

県 ＜実施状況＞ 

ケアラー・ヤングケアラー支援に係る啓発動画及び

ヤングケアラー支援に係る電子リーフレットを県ホ

ームページ等へ掲載し、情報発信を行った。 

また、令和７年 12 月にヤングケアラー支援に係る

啓発動画（ショート動画）を作成し、ＳＮＳ広告を活

用した情報発信を行った。併せて、教育庁を通して各

学校へ周知するとともに、市町村、茨城県社会福祉協

議会等へ周知及び活用を依頼した。 

＜成果＞ 

啓発ツールを活用し、あらゆる機会を捉えて広報啓

発を行い、ケアラー・ヤングケアラーに関する認知度

向上を図ることができた。 

（福祉部福祉政策課） 

1,325千円 

【 今 後 の 取

組】 

各種啓発ツー

ルによる啓発 

県 教育庁、市町村等と連携して、引き続きケアラー・

ヤングケアラーに対する理解促進を図る。 

― 

【前年度の実 県 ○「ヤングケアラー支援マニュアル及びアセスメント ― 
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施状況及び

成果】 

児童生徒がヤ

ングケアラー

に関して学ぶ

機会の提供 

シートの活用について」を通知 

・実施時期：令和７年５月 

・対  象：小学校・中学校・義務教育学校 

       県立高等学校・県立中学校・中等教育

学校 

・内  容：児童生徒と日々接点を有する教職員に、

児童生徒の状況を把握するための視

点や、支援につなぐまでのフローなど

の理解を促した。 

○「ヤングケアラーの理解促進について」を通知 

・実施時期：令和７年 11月 

・対  象：小学校・中学校・義務教育学校 

       県立高等学校・県立中学校・中等教育

学校 

・内  容：ヤングケアラーに関するリーフレット

を作成し送付した。その内容を児童生

徒に説明し、ヤングケアラーである児

童生徒に自身がヤングケアラーであ

り、支援が必要であるという認識を促

した。 

○「ヤングケアラー普及啓発に係るポスター掲示につ

いて」を通知 

・実施時期：令和８年２月 

・対  象：小学校・中学校・義務教育学校 

      県立高等学校・県立中学校・中等教育学

校 

・内  容：校内に普及啓発用のポスターを掲示する

とともに、その内容を児童生徒に説明し、

ヤングケアラーである児童生徒に自身が

ヤングケアラーであり、支援が必要であ

るという認識を促した。 

＜成果＞ 

全ての児童生徒にヤングケアラーについて学ぶ機

会を確保し、リーフレットの配付や普及啓発用ポスタ

ーを掲示・説明することで、ヤングケアラーに対する

理解促進を図ることができた。 

（教育庁学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室） 

【 今 後 の 取

組】 

児童生徒がヤ

ングケアラー

県 学校において、自身がヤングケアラーであるという

認識のない児童生徒が、自身がヤングケアラーであ

り、支援が必要であるということに気付けるような機

会や場面を設定し、相談や支援等につなげることがで

― 
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に関して学ぶ

機会の提供 

きるようにする。 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

県政出前講座

（各種研修会

等 で の 啓 発

等） 

県 ＜実施状況＞ 

関係団体を対象として、ケアラー・ヤングケアラー

支援をテーマとした出前講座を実施 

 実施日 出前講座実施会議等 

1 5/27 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 研 修 会 

2 5/27 水戸地区社会福祉法人連絡会研修会 

3 6/10 筑西市内居宅介護支援事業所 6事業所合同研修会 

4 7/16 潮来市要保護児童対策地域協議会代表者会議 

5 7/23 民 生 委 員 児 童 委 員 研 修 会 

6 8/4 神栖市医療・介護サービス事業者連絡会 

7 8/6 潮来市要保護児童対策地域協議会研修会 

8 8/26 常 澄 圏 域 事 業 者 連 絡 会 議 

9 9/16 阿見町民生委員児童委員協議会児童福祉部会・生活福祉部会研修会 

10 10/20 取手市戸頭地区民生委員児童委員協議会研修会 

11 11/7 茨城行政相談委員協議会県北支部自主研修会 

12 11/12 総合相談支援センターしらとり研修会 

13 2/1 第 2回いばらきケアラー支援フォーラム 

＜成果＞ 

 ケアラー・ヤングケアラーの現状、課題の理解促進

と、ケアラー・ヤングケアラーの早期発見・早期把握

や支援への連携強化を図ることができた。 

（福祉部福祉政策課） 

― 

【 今 後 の 取

組】 

県政出前講座

（各種研修会

等 で の 啓 発

等） 

県 ケアラー・ヤングケアラーやその家族の支援に関わ

る者が、潜在化しやすい実情を理解し、適切な支援に

つなげられるよう必要な知識等の習得を図る。 

― 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

生徒支援実践

サポート事業 

県 ＜実施状況＞ 

○生徒指導相談員打合せ 

・実施内容：ＳＮＳトラブル、不登校、虐待、ヤング

ケアラー等の現状と対応・支援等につい

て、令和７年度教育相談基幹研修内容を

基に伝達講習を実施した。 

・対  象：生徒指導相談員４名 

・実施時期：10月 

○生徒指導教員連絡協議会 

・実施内容：いじめや自殺、不登校、虐待、ヤングケ

アラー等の現状と対応・支援等について

伝達講習を実施した。 

・対  象：県立高等学校等生徒指導主事等 95名 

・実施時期：10月 

3,856千円 
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＜成果＞ 

 令和７年度教育相談基幹研修内容を踏まえた伝達

講習で、児童生徒の抱える課題について、学校が取

り組むべき組織的支援について周知することができ

た。 

（教育庁学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室） 

【 今 後 の 取

組】 

生徒支援実践

サポート事業 

県 問題行動対応や不登校支援に係る生徒支援教員の

加配、高等学校等生徒指導相談員の配置により、各学

校の生徒支援や教育相談体制の改善・充実を図り、児

童生徒のいじめや暴力などの問題行動や、不登校や虐

待などの課題等の未然防止及び早期発見、早期解決に

資する。 

― 

 

（６）民間支援団体の活動に対する支援（第 13条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

要保護児童対

策地域協議会

の活動促進 

県 ＜実施状況＞ 

県ホームページにおいて、随時、ケアラー・ヤング

ケアラー支援に関する情報や関係機関職員の研修会

の案内等について情報発信を行った。 

＜成果＞ 

県ホームページ等における情報発信により、ケアラ

ー・ヤングケアラーを含め県民に支援に関する理解・

認識の推進を図ることができた。 

（福祉部子ども政策局青少年家庭課） 

― 

【 今 後 の 取

組】 

要保護児童対

策地域協議会

の活動促進 

県 要保護児童対策地域協議会は、虐待を受けている子

どもをはじめとする支援対象児童等の早期発見や適

切な保護又は支援を図るため、児童福祉法第 25 条の

２において、地方公共団体に対し設置の努力義務が課

されている。 

県で設置した当該協議会において、児童虐待相談件

数の急増やケースの複雑化等近年の児童虐待をとり

まく状況をふまえ、関係機関の連携を充実強化し、児

童虐待防止対策の一層の推進を図る。 

― 

 


